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平成２９年３月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第３１号 

大和市社会福祉審議会規則の一部を改正する規則 

大和市社会福祉審議会規則（昭和５３年大和市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(3) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５５条の２第１項に規定する社会福祉充実計画に

ついて、社会福祉法人の求めに応じて同条第６項に規定する意見を述べること。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 


